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I＜論文〉 ； 

仙台藩の鷹匠に関する基礎的研究 ； 
A Basic Study on Falconers of Sendai Han in Japan i 

要旨

藩祖伊達政宗を筆頭に鷹好きの歴代藩主を持

つ仙台藩伊達家で、は、多くの鷹匠たちを下級家臣

であるヘ「組士」の 1っとして組織化していたが、

鷹匠組に関する研究は、史料的制約もあって、ほ

かの組士の研究と同様に進展していないのが現

状である。本稿は、こうした状況に鑑み、同藩の

鷹匠組とその支配頭などからなる「御鷹方」の概

要を押さえ、鷹匠たちに関する基本的な事項につ

いて整理したものである。

最初に、鷹匠たちの由緒書から彼らの先祖たち

についてまとめ、もともと鷹匠で、はなかった「鷹

数奇成者」たちゃ浪人の子どもが仙台藩の鷹匠と

して召し抱えられた事例を紹介し、近世前期の鷹

匠について考察を深めていく。次に、 「御鷹方」

について、その規模や構成、彼らの身分格式につ

いて探り、また、 17世紀後半以降に生類憐みの

令の影響を受けて仙台藩の鷹匠たちの位置づけ

が変化していく様子についても明らかにしたい。

最後に、藩命によって「鷹事」を「家業」とす

る家が成立したのは 18世紀に入ってからである

ことを指摘し、幕臣や他藩の家臣から「鷹術Jを

学ぶ鷹匠たちの姿について紹介するとともに、

「鷹事家業」がどのように継承されていくのか、

仙台藩の鳥屋頭を世襲した佐藤家を事例に述べ

ていくことにする。
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Abstract 

There were the successive lords of the 

domain in Sendai Han, who were found of 

hawks and hawking like the founder 

Masamune. Sendai Han employed a large 

number of falconers and organized them as 

one of Kumishi ( a group of lower回ranked

vassals), which was called Takajo-gumi. 

However, there are few historical materials of 

Kumishi, thus it is difficult to develop 

academic studies on Takajo-gumi. 

Accordingly, the purpose of this study is to 

make clear an outline of Otakakata which 

was composed of Takajo-gumi, their superiors 

and so on, and to aπange essential points on 

falconers of Send1αi. 

Firstly, I summarize the history about 

falconers’ancestors by using Yuisho-gaki (a 

written document showing the history of a 

family) of Sendai Han, And I develop an 

understanding about a falconer until the early 

modem ages by giving the cases that hawk 

lovers or a child of a masterless samurai, 

whose ancestors had not been originally 

falconers, were newly taken into service of 

Sendai. Secondly, I investigate Otakakatα：the 



scale, the organization, and the levels of 

social status. And I also clariちrthe process 

how the positio設ingof falconers in Sendai 

had been changed since the late 17th century 

by the influence of Shorui-Awarem卜no置rei

( ordinances of animal protection). 

Finally警 Iindicate that it was i註 the18th 

century that an occupation as a family 

business related to hawks or hawking had 

been established by the order of the domain 

gove立滋諸国.・And I add 也atsome falconers 

who learned Yoゾutsu( skills of hawking or 

taking care of hawks and so on）金om

shogunate retainers or feudal retainers of 

other domains. I also describe how the skills 

h訴訟ぬinheritedby an example of the Sato 

Fαmiかthatsuccessively inherited the post of 
the chief falconer: Toya-gashira. 

はじめに

めぐる東北地方の大名の動向を大名

もしくは中央権力に対する鷹の贈答を通じて明

らかiこされた長谷川成一氏によれば、 f地方権力

が中央政権との接触をもち、中央政権から文書己権

を承認される場合、東北大名は麓献上を媒介とし

たので、あって、実州支配の伝統継京に重要な機能

を果たしたj というに本稿が対象とする仙台藩

あっては、藩祖伊連政宗の祖父靖宗が輿

チ！？探題職への補任に対する礼物として足利将軍

へ馬・黄金を献上した事部会ミ知られており、

政宗の父輝宗は織田信長へ鷹を贈号、政宗自身も

豊臣秀吉へと撲を進上している。そして、江戸時

代には「国許之産物jのーっとして位台藩から幕

清へ鷹が献上され続けており、伊達家にとっても

鷹は中央政権との結びつきを媒介する献上品で

あったヘ

ただし、戦爵～近世の伊達家において行われた

鷹の贈答行為を追ってみると、それは中央教権と
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だけ行われたわけで、はなく、能大名家や家臣たち

との関でも鷹が遣り取りされていたことがわか

る。例えば、伊達輝宗は、倍長へ薦を贈る前年の

2年（1574）に f葦名盛氏入道殿止々

次郎殿盛隆」へ使者を遣わし f御鷹ー居Jを贈進

しており、同家街者の「松本太郎行輔jにも「家

替相続ノ祝犠jとしてやはり「御鷹一岩jを贈っ

ている九天正9年には「上野間新田城主由良信

濃守殿国繁Jへ使者を遣わし f御鷹ー居jを窟け

ており、その際には書状にて伊達家の「御家人等j

が f上方往還ノ節、路次無滞様ニ被頼ノ皆Jを申

し述べているヘすなわち、積標的な外交を展開

したことで知られる輝宗5は、奥羽の地を越え上

野国の戦国大名へも協力を依頼し騰を贈ってい

たのである。この点に関しでは、盛本昌広氏によ

る指識がすでにある。氏によれば鷹の名産地であ

る奥羽の謡大名は他地域の戦国大名へ鷹

したといい、伊達輝宗が北条氏政に、自JII暗鱗が

北条氏康に、そして、最上義光が徳川家藤へと鷹

を贈っている九なお、伊達敦宗にも徳川家康や

言吉田利家といった豊臣政擦を支える人物たちへ

鷹を送った慌がある 70

伊達政宗は無類の鷹女子きで有名であるが、披の

もとには各地から鷹が窟けられており、

からの献上だけではえとく、最上・国分・務西・留

ど奥羽の戦国大名・冨入領主たちからの贈与

もあった80 一方で＼天王 16年（1588)9月には

政宗が f田村孫七部」へ「若弟鷹Jを贈り、同年

11月には「磐城右京大夫jへ「榔馬ー御麗j

贈与しており、磐城丘への躍の贈与は「去ル比佐

竹殿・葦名殿ト和臆ノ義調取持ノ御率しjだったと

いうヘこうした周辺諸家と伊達家との開の鷹の

贈容をみれば、他地域の大名へ贈るだけではな

く、もともと奥羽両国の戦国大名や間人たちの関

では「御祝儀Jや「毎札jとして騰を贈答する横

行が広くみられたのではないかと推察される。

題特拾には、わざわざ人を派遣して奥州産の騰を

求める武将たちがみられたというから 10、奥羽

の地に播臆する大名・国人らがそれを外交に活か



さない筈はないであろう D

なお、政宗は、自らの家臣に対して鷹を与える

こともあり 11、鷹は中央権力や他大名家などと

接触を図り、相互の結ひ、つきを強める際の贈答品

として利用されただけではなく、家中と交流する

なかでも下賜されていたことがわかる。献上され

た「兄鷹Jを政宗が実弟の小次郎に与える事例も

みられ、親子兄弟聞の鷹贈答については、これよ

り先に伊達晴宗も息子の輝宗に「御鷹一居Jを贈

っている 12 

すなわち、戦国期に鷹の名産地奥羽の地で覇権

を争った伊達家にとって、中央政権への鷹献上だ

けではなく、他大名家とその家臣、自家の家臣、

親子間でも鷹の贈答が繰り返されており、江戸時

代になっても徳川将軍家に対する鷹献上や他大

名家への鷹贈答13は引き続き行われている。ま

た、鷹を好んだ歴代藩主たちは幕府から拝領した

久喜の鷹場や奥州領の各地で自ら鷹狩りを実施

しており、藩祖政宗が「おりおりの鷹野はなくさ

みといひなから民のことわさをも見て国を治め

ん為なり」と語ったように 14、鷹狩りは領内統

治にとっても重要な行為であり、鷹狩りに言寄せ

た領内巡見は後の藩主にもみられるものである。

では、こうした戦国期以来の鷹をめぐる慣行を

支え、仙台藩主たちの鷹狩りを支えた伊達家の鷹

匠とはどのような者たちで、あったのであろうか。

同藩の鷹匠は、徒小姓組・徒組・不断組・給主組・

名懸組の者たちと同じ組士であるが、組士に関す

る研究は小林清治氏による名懸衆の研究15がみ

られる程度で、概説的に述べられることはあって

も、大きな成果が上がっているとはいえないのが

現状である Dそもそも仙台藩の下級家臣について

は史料的な制約があり、鷹匠組関連の史料もまと

まった形では残存しておらず16、鷹匠頭や鷹匠

組などからなる「御鷹方」については、不明な点

も多く検討の余地が残されている。

そこで、本稿では、仙台藩の「御鷹方」の概要

を押さえ、鷹匠たちに関する基本的な事項につい

て整理してみたい。まずは、彼ら「御鷹師衆」が
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どのような由緒を持った者たちであったのかに

ついてみていくことにする。

1、鷹匠の由緒

(1) 「御鷹師衆」の先祖たち

仙台藩の鷹匠について、彼らの先祖がどのよう

な経緯で伊達家に奉公することになったのか、鷹

匠たち全てについてその由緒を探るのは史料的

制約から不可能で、ある。ただし、藩士たちそれぞ

れが書き上げ藩へ提出した知行地拝領の由緒書

をまとめた『御知行被下置御帳』（延宝年間く1673

～81>に成立）と『御下中衆先祖書牒』 （元禄年

間く1688-1704＞に成立）には17、一般の「侍衆」

とは別に「御鷹師衆Jについてまとめた箇所があ

り、当該記事により知行取の鷹匠家については、

その詳細を探ることができる。あくまで鷹匠たち

の一部ということにはなるが、ここで整理してみ

たい口

最初に、表 1をご覧いただきたい。これは、先

の両史料によって「御鷹師衆」の各家ごとに知行

高や由緒の概略を整理したものである D 「先祖由

緒」欄をみると、伊達譜代の者ゃある時期に伊達

家の家臣だとわかる者を先祖に持つ家は、全 35

家のうちのわずか7家に止まっており、葛西・岩

城・最上・国分・大崎・田村などといった奥羽の

戦国大名家の家臣だった者を先祖に持つ家が 16

家、新規に召し抱えられた先祖または本人を持つ

家が 12家となっており、伊達家譜代の家臣とい

う由緒を語る家の方が少ない口

これを裏づけるように、いつの時代に召し抱え

られたのかについて整理してみると、藩祖政宗期

に召し抱えられた先祖または本人を持つ家が圧

倒的に多く、全35家のうち 28家までが政宗の時

代に召し抱えられたことがわかる。同じく 2代忠

宗の時代に召し抱えられた先祖または本人を持

つ家はわずか2家で、時期が不明の家が5家とな

っている。

仙台藩の家臣団は 1万人規模という全国屈指

の多さを誇っているが、その大部分は藩祖政宗期



にすでに認し抱えられていたといわれ、政宗は、

よって領地を大幅に削減さ

したにもかかわらず、家臣聞の整理を行わず

って増加させたり、あるいは、慶長 5年

(1600）の関ヶ原の合戦を経て戦闘の世が終わり

を告げて以降も家臨団の拡充を諮っている。その

結果、北は寝酉・天堂から南は自jト岩城・葉名

の各氏にヨざるまで奥州の！日戦闘大名の多くを自

らの家臣として召し詑えることになる 18 0 

の先祖たちもこうした流れのなかで伊滞家

公するようになった様子が著取で、きょう。

なお、浪人状態から鷹匠として位台藩に召し抱

えられた者を先祖に持つ家が 8家あり、全て政宗

期の砲し抱えであるc伊達政宗は没落した戦国大

名の遺旺を新規に召し出し、あるいは、上方にも

広く人材を求めたことが知られており、何らかの

で浪人となった他家の旧臣たち

て雇い入れてもいたのである。

(2）代官から鷹匠へ

とし

このお家の先祖が伊達家に麓匠奉公するよう

になった始まりについて調べてみると、全体的な

傾向としては f曽祖父J.「祖父J • r親jなど

が器祖政宗や2代藩主忠宗によって「御鷹輔衆に

被話出侯由」を伝える家が大半を占めている。た

だし、これは伊連家に若し抱えられた者自身が鷹

匠として話し出されたことを恭しているに過ぎ

ず、政宗期以前から鷹匠の家であったことを伝え

る家は皆無であるc もっとも、たとえ

代jや「葛西譜代Jなどという由緒を伝える

あっても、戦国時代から鷹匠と

いたのかどうかについては、すでに由緒書を提出

した 17世紀援半の時点で、伝わっていなかったと

みられ、 r千卸知行被下震御i帳Jにも記載がない。
逆に、もともとは鷹匠で、はなかった先祖

ち、ある時点から鷹匠奉公するようになっ

について述べている家がある。 「御薦師衆Jの筆

頭に挙げられている「金森三丞Jの家（ID1，以

下同じ）がそうであり、「半沢金右衛門jの家（3)
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もそうであるけ。

金森三Z患の先祖は「葛西譜代Jであったといい、

「実父金奈彦主衛門jが浪人して「酉岩井之内一

之関村Jにいたところを「伊達古上野殿jを介し

て政宗に召し出され、 r千静知行五貫文Jを拝領し

たのだというc この彦左構内は、その後、西磐井

郡や名取郡の代哲を数年にわたって務めており、

最初から鷹匠として伊達家に奉公し始めたわけ

ではなかったむところが、

の勤務ができなくなって

在韓鑑恐多奉存Jという

を，患い代官として

い、「御泰公不仕罷

から一ノ関村に設置

されることになった「渡御鳥崖jの

になりたき習を詰上し、この願いが許され f御鷹

師御奉公仕Jることになった。

つまり、彦左衛門は、代官としての奉公が叶わ

なくなったことをきっかけに、致し方なく

公するようになったのである。ここで注目したい

のは、「病人罷成御用勤兼Jねるような人物が「御

になっていること、そして、もともとは

代官であったものが急に鷹亘奉公し始めた点で

ある。薦匠奉公といっても急患の管理者としての

「御鳥農守Jであろうから、代官と比べ肉体的に

はさほど文捧がなかったのであろうが、間題は鷹

る知識を持っていたのかどうかという

ことである。これは、当時の武士たち

る知識をどれほど有していたのかということと

も関連する問題で、この点については次に紹介す

る半沢金右帯内の由緒書に興味深い記述がみら

れる口

。） 「鷹数奇成者jたち

半沢金右毎円の家は「番手先担様伊達講時代Jか

らの家臣で、まちったといい、伊達晴宗が来訳へ居城

を移す以前から伊達家に仕えていたことがわか

る。金布衛門の「高祖父半沢河内・其子平六・其

子雅楽悉jの3代にわたり河田郡の小原に住み、

と申馬上にて御奉公jしていたが、

の祖父「雅楽丞jの頃に鷹豆奉公し始めるこ

とになる。



伊達政宗が岩出山に居城を構えていた頃、雅楽

丞は「知行高玉貫弐百文」を拝領し、前代から引

き続き「馬上並之御奉公」をしていた。ところが、

政宗の伏見在番中に豊臣秀吉への献上品として

国元から「御鷹十二居」を連れてくることになり、

その際、 「御鷹師衆」が不足していたため、 「御

家中不寄誰に御鷹鍛錬成者を可申上由」が岩出山

の留主居「屋代勘解由Jを通じて命ぜられ、 「兼

て鷹数奇成者」を申し上げたところ、雅楽丞に白

羽の矢が立ち、伏見へと登っていくことになった

のである。その道中にて「御鷹」が次々と怪我を

してしまうも、幸い雅楽丞が据えた鷹は無事に上

着し、 「旅装束之俸にて可罷出由」を仰せつけら

れ、旅装束のままで秀吉の御前に召し出され、「上

意」を賜り「御小袖」を拝領するので、あった。こ

うした事情を聞いた政宗から褒美が与えられ、こ

れ以後、 「御鷹師御奉公jすることになったのだ

という。

秀吉への献上品としての「御鷹」であり、その

扱いには慎重を要したと思われるが、それを「御

鷹師衆」ではない者が連れてくるよう命ぜられた

のであり、不足する鷹匠を補う人材を求めるにあ

たって、鷹匠でなくとも鷹に関する知識を持ち鷹

の扱いに慣れた家臣がいることを前提に話が進

んでいった様子が読み取れる。つまり、当時は、

「御鷹師衆」以外の家臣のなかにも「御鷹鍛錬成

者」や「鷹数奇成者」がいたのであり、 「馬上並

之御奉公」をする武士が鷹匠に代わることも可能

だ、ったのである。

この半沢雅楽丞以外にも同じような事例はみ

られる。例えば、伊達家が米沢を本拠地としてい

た頃、「葛西侍」の一人であった「仏坂兵庫Jは、

政宗の「御鷹数寄」を知り、自分も「鷹数寄」で

あったため、自らの知行地である仏坂村から出た

「兄鷹一居」を米沢まで持参し献上している。後

に兵庫はこの縁によって葛西家が没落した後で

伊達家に召し抱えられることとなり、兵庫の屋敷

の近所に「御鷹部屋」が建てられ鷹匠奉公し始め

ることになるので、あった 20 0 兵庫が葛西家に奉
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公していた段階で鷹匠であったのか判然としな

いが、 「鷹数寄」とあるところをみると、鷹匠奉

公しているわけではないが「鷹数寄」がこうじて

鷹に関する知識を持っていたのではないかと思

われる。

(4）近世前期の鷹匠たち

『伊達世臣家譜』によれば、最上家に仕えた「矢

野蔵人某」は後に浪人となり、その子「又左衛門

重成」は 14歳の時に仙台藩の「鷹匠組士」とし

て召し抱えられている。重成は万治元年（1658)

7月 12日に没した 2代忠宗に殉死しており、享

年65歳で、あったいうから、彼が 14歳の頃という

のは 17世紀初頭、藩祖政宗期の慶長年間（1596

～1615）のことである。つまり、 17世紀初頭の

時点で、浪人の子供で、あった重成はわずか 14歳に

して鷹匠奉公を開始したことになる。

この矢野重成と同じような事例を半田家にも

見出すことができる。半田家の家譜によれば、建

長 2年（1250）に「奥州伊達信夫両郡目代j と

なった右兵衛資光を祖に持ち、「伊達郡飯田邑」

に住んだことで飯田を名乗った飯田家は、 5代

「参河資知」が伊達家9代政宗に、 6代「修理資

定」 は10代氏宗に、 7代「山城資長jが11代

持宗に仕え、 9代「遠江信胤jは「文明中善騎射、

数戦有功」という伊達家譜代の家臣で、 10代「山

城宗資」は伊達家 11代持宗から「誇字Jを賜り

後に 13代尚宗に仕え、 11代「紀伊宗親」は尚宗

から「誇字」を賜ったと伝えられている。 12代

「周防資親」は 14代植宗に仕え、子どもがなく

「松岡美濃時秀次男」を嗣となし、これを「尾張

家秀」と称すが、 16代輝宗期に罪を犯し改易処

分を下されてしまうロそして、「家秀子次郎左衛

門時重」が「放鷹術」に長けていたことから、「慶

長中貞山公之時」に「百石之禄」を以て「鷹匠士」

として召し出され、これ以後、同家では鷹匠奉公

することになった。家譜に「由是世以為業、改族

半田氏」と記すところをみると、半田家の先祖た

ちはもともと鷹匠奉公していなかったと思われ、



従来から鷹庄奉公していたわけでほない浪人の

子どもであっても「放鷹術Jを身につけていたこ

とがわかる 210 

一説には、中世の武士にとって鷹を使うことは

諜卒の時代からの武家の習いで、あったといい、室

町時代の京都の武士たちにとっては初対面の者

との話題は天気と馬と鷹の話贈を選ぶのが良い

とされ、馬や鷹に関する知識は常識的なものであ

つはという 22 0 また、 によれば、五田

三戒は上杉景勝に対して審議の棄を進上し、

て鷹に関するかなり締かなs信報を書き送って

おり 23、中世・戦闘期の武士たちにとっては鷹

の知識は当然の習わしで、あったのかもしれない。

豊田寛三氏によれ足、豊後悶岡滞の鷹匠には先

祖が肥後間や摂津毘からやって来たとされる

があるといい、福田千鶴氏によれば、撞間滞の御

鷹方に勤務したj笥防家の史料には安芸広島・肥

後・筑後梯J11から来て新規に召し抱えられた鷹匠

の存在を確認でき、氏は、 「鷹匠の技術が家業化

する前史として、近世前景の薦匠が流動的な存在

であったことJを指摘されている 24 0 確かに、

仙台務の薦臣家にも、表 1にまとめた和田家（9)

(23）のように、他国からやっ

を先祖に持つ家はみられる。

福田氏は、先の指摘に続けて、 fそれが、狩猟

という本来の行動様式に起慰するものなのかど

うかは誌の史料による裏づけが必要だがj云々と

されており、もともと鷹匠である人物が安芸広

－肥後・筑後椀JIIからやって来て福岡藩に新規

し抱えられたことを想、定されているように

るが、本稿で注目したいのは、

て来た人物がそもそも鷹匠で、あったのかどうか

という点である。前述したように、 「驚数寄Jの

侍が新たに鷹控奉公し始めるという事例がある

こと ると、加の可能性も指摘できょうむ

り、当時の武士たちはある程度の鷹の知識

を皆が堂識的に持っていたが故に、流動性の高い

戦国時代の武家社会にあって、たと

たり浪人したとしても、結果的に鷹庇として生き
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る道が残されていたという可能性である。もちろ

ん、常識訴といっても個人惹があった筈ではある

が、例えば、組国から流れてきた人物が、ぁ

、ての知識があり、実際に鷹を扱える

ったならば、まずは鷹匠として召し抱え

るということはなかったのか。

ここでは、これ以上の考察はできないが、 「鷹

数寄Jの者やさほど「薦術」を身につけていたと

も思われない年若き浪人の子どもが鷹亘績に新

たに召し出されている

大名家にあって、

について熟知し

聞がないわけではない。

ると、近世前期の

とは、果た

ちのみで、あったのか疑

寛永 13年（1636）年3月7日付けの伊達志宗

巣印状には「惣足立驚師共只今記鷹ニ付如在侯、取

分縦令念を入其内鷹之道をも心懸能鷹師出来供

者それそれニ可召仕候、其内知在仕者於存之者可

曲事侯関、右之通念皮具可申渡侯Jと記されて

f鷹師共」のおり 25、2

ての手落ち・ り・静怠 Cr如在J）を戒め、

かっ、 「鷹之潜在も心懸龍薦部jを求めていたこ

とがわかる。これは裏を返せば、当時の拙台滞に

は f鷹之道jを極めていなし、 f鷹部jたち

いたことを物語る文言であろう。本当

の噂門職たる鷹匠がいつから大半を占めるよう

になるのか、そして、 「薦街jを伝えることを家

職とするいわゆる鷹の家が、いつ項、どのように

して形成されてくるのか、この点も探ってみる必

要があるのではないだろうか。

2、仙台藩の「御鷹方j

(1）組識の概要

①規模と構成

さて、ここで組合藩の「御鷹方jについての概

要を押さえておこう。まず、 r~卸鷹方J の人数を

みれば、その多くが鷹旺組士で占められている。

『調知行被下童御帳』に記載された知行取の「御

は28人（28家）であるが、

大半が捧禄取で、麓旺組士全体の人数は、 17世



紀後半時点で230～240人規模、 18世紀後半以降

は160人規模となり、幕末には 110人台まで減少

することになる（表2を参照のこと）。藩政初期

からみれば幕末にかけて半分以下に減らされて

いるが、江戸幕府の鷹匠が定員44名で、あった26

のに比べれば、かなりの人数であったことがわか

る。そして、彼ら鷹匠組士の上に時頭（鳥屋頭）、

時頭（鳥屋頭）の上に鷹匠頭、更にその上に鷹申

次という役職が設けられており、それぞれ家格平

士以上の者たち 1～数人が選出され、その任に当

たっている。この他、鷹匠頭の支配下に鳥見横目

数十人が置かれている。

②時頭（鳥屋頭）

「鷹師共」を束ねる立場にある者はもともと「御

鷹師頭」・「御鷹匠頭」と呼ばれており、例えば、

藩祖政宗の時代には、佐藤長左衛門家信が世子忠

宗に附けられ「御鷹師頭Jを命ぜられているロと

ころが、 4代務主綱村の延宝5年（1677）にそれ

までの「御鷹師頭」・「御鷹匠頭」とは別に鷹匠

頭を設置することになり、従来の「御鷹師頭」

rq:卸鷹匠頭jは「御鳥屋頭j と「銘目」を変更さ

れている 27 0 以後、仙台藩では、鷹匠頭の家で

はなく、この時頭（鳥屋頭、以下、鳥屋頭と表記）

を務める家が「鷹術Jを伝えていくことになる（後

述）。なお、元禄4年（1691)1月 22日の時点

では「堀源兵衛」・「佐藤正右衛門J・「佐藤長

左衛門J・「石川七左衛門Jの4人が「鳥屋頭」

を務めていたことがわかる 28 0 

『肯山公治家記録』貞享4年 11月20日条によ

れば、仙台藩領の狩場は元来 4つに区分され 4

人の「鳥屋頭」がそれぞれ支配する決まりで、あっ

たというが、貞享4年（1687）頃は「佐藤長左衛

門jが一人で支配していたため、旧例に復すこと

が命ぜられている 29 0 また、 『刑罰記』によれ

ば、元文元年（1736）、 「御鳥屋頭」の「佐藤玉

之助」 ・「石川軍左衛門」の両名が「勤方不宜」

を理由に処罰されており、処罰理由から鳥屋頭の

日常的な業務内容が判明する 30。すなわち、鳥
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屋頭のうち「御用前之者Jは「朝飯後15八ツ時迄

御鷹部屋ニ毎日相詰」め「御鷹匠共諸事指図」す

るのが毎日の仕事で、「御鷹之義」についても「鳥

屋名Jや「誰何据候との訳」も直ぐに応えられる

よう熟知しておくことが必要で、あった。

③鷹匠頭

延宝5年（1677）の改正以降、鷹匠頭は、着座・

太刀上・召出といった家格門閥層の者が就任する

例が多く 31、 「鷹事」を専門とする家の者が就

くわけで、はない。つまり、元来は「鷹事」に長け

た者を鷹師たちを統率する頭として位置づけて

いたのであろうが、藩の官僚制機構の整備とも相

侯って「鷹匠頭」という「役職」が生み出され、

「鷹術」を身につけているかどうかに関係なく鷹

匠組を支配する「詰所以上」の上級役職として位

置づけられていくのである 32 0 

また、元禄4年（1691)1月22日に「西大条

右兵衛」・「中村八郎右衛門」・「日野次右衛門」・

「青木伊右衛門」の4人が「鷹匠頭Jを命ぜられ

ているが、右兵衛は「近習」、八郎右衛門は「兵

具奉行」、次右衛門は「近習」、伊右衛門は「屋

敷奉行」との兼任であり、何らかの役職との兼務

という形で鷹匠頭を務める者がみられるのも

3 3、前述した流れを裏づけていよう。

④鳥見横目

この鷹匠頭の支配下には鷹場の管理や留野の

監視などを日常的に行う「御鳥見横目役」が置か

れており、元禄6年 2月時点では領内各地に 50

人余りの鳥見がいたことを確認できる 34 0 藩政

初期から「御鳥見横目役jという役職があったか

どうかは不明であるが、 「御鳥見御用」自体は2

代務主忠宗期からすでにみられるものであり、忠

宗治世下で「御園御番」（＝大番士）を務めた「侍

衆Jである「沢辺新右衛門Jは後に「栗原郡高清

水中村御鳥見御用」を務めており 35、家格平士

が鳥見横目を務める事例は後の世にもみられる

ことである。一方、貞享5年（1688)6月に「黒



J II郡得愚見役被仰付被下度jき皆を穎い出た「御

鷹庇組横沢半助jによれば「祖父代本年久在郷仕、

御鳥見御用相勤jめているといい、鷹置組士がf調

鳥見御用」を務める場合もあったことがわかる

3 6 0 ちなみに、思宗の頃の f鳥見jたちがかつ

ての「得鷹師頭J.「御鷹夜頭jの支配下にあっ

たかどうか辻不明である D

横沢半助の誼父らがそうで、あったように、

横目たちは領内各都の在郷に居住し、禁猟誌であ

る f郷留野Jで、鉄砲を放っ者がいないか常に闘を

光らせながら「御野場廻引を行い、落の重臣た

ちが許可されて野場に入る際や御用のために野

場へ派遣されてきた者たちがいた際にも f得印判

相違無之候哉否Jを確認し一緒に付き添っ

き、あるいは、藩主が野に入る時には獲物がいる

で潜りなく案内することを職務としてい

37 
巴

④鷹申次

鷹申次は滞祖政宗の頃にはすでに置かれてい

たようで、藩政中・後期には審の若年寄や小性頭

などを務める者によって兼任されている日。

藤長在衛門家の家譜によれば、天和3年（1683)

当時の「御鷹匠頭j全員が御役御免とな号、「得

島屋頭Jで、あった佐藤長左衛門高信らは若年寄の

支配下に入ったといい 39、藩の職制について記

した『苛黒部分録Jにも「若者jの職掌として

人に依て評定役・御薦方之事務をも兼害すjとあ

る40 0 17世紀後半以蜂の鷹申次は鷹匠頭と間じ

ように上級家臣たちによって担われる役職とな

っており、鷹申次や鷹匠頭を務める者たちは、

種々の役職を歴任する過程で麗申次や薦亘頭を

一時期に務めるに過ぎず、それは代々にわたって

務めるようなものではなかっ

以上、位台藩の「御鷹方jについて、その概要

をみてきたが、結局、間滞において f鷹事jの専

門家といえるのは鳥屋頭と鷹匠組士たちという

ことになる。なお、後述するように、一般の薦置
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組士たちについては、役人と

出てくるようになり、

の存在が問題化することになる。

(2）身分格式

①家格

される者が

しない鷹匠

次iこ、彼ら f御鷹方Jの身分格式について述べ

ることにしよう詰まず、家格についてだが、鈎台

藩士たちの家搭は、間関（一円・一家・準一家・

－着座・太刀上・召出〉、平士、縦士、

（凡下御扶持人）に大別することができ、 17

世紀後半以降の鷹申次や鷹痘頭については門閥

崩が就任する事例が多いD鳥屋頭を務めた家は家

格平士で、一般の鷹臣たちは組士であるa イ岳会藩

は組士以上を士分（武士身分）と定めており 41、

したがって、潜の鷹匠たちは式士身分である。

だし、 f調知行被下置御帳Jで誌 ff寺衆jとは別
に「御罵師衆jがまとめられており、一般の f侍

衆Jたちとは違っ

事実である口

けをされていたことも

組士は「組御免Jされない接り「御番入j （口

大番士となること）することができないが、

組士だった者が組抜けし大議会士となり家格

させた家もある。例えば、伊達家譜代の

あった本多将監を韮父に持つ本多郷右寄

は、元禄4年（1691)3月 27日 した由

籍書のなかで次のように述べている“。

将監矯子の六坊は藩祖政宗の時代に生きた人

物で、当時どのような奉公をしていたのかは不明

であるものの、伊達郡にて場公し同地にて死去し

ている。六助が死去した後、父親の将監は次男惣

右籍開と三男喜左衛門会連れ立って伯台の地へ

とやって来ており、この二人の息子が政宗期に

「御鷹師Jとして召し出されている。由緒書を提

出した本多郷右籍円昌身は、将監の王男喜左毎門

の息子であるが、彼には兄の主左衛門がおり、 2

に「御大所衆j として召し出され、

「御明米壱再御扶持方四人分j を拝領したとい

フ。



つまり、この時点で藩当局は、 「御鷹師j本多

喜左衛門の息子吉左衛門を「御大所衆Jとして奉

公させたということになる。この「御大所衆」と

いうのは「御大所人」 （御台所人）とも呼ばれ、

18世紀に入ってから藩が定めた家臣たちの身分

的序列を示す「御役列」においては、鷹匠組と同

じ「組付之列」 （組士格）という範障害に含まれて

おり、史料により若干の違いがみられるものの、

一般には鷹匠組より上位に位置づけられること

が多い43 0 

その後、吉左衛門は承応3年（1654)7月に江

戸で死去してしまい、同年 11月、子どものいな

かった彼の跡を弟である郷右衛門が継ぐことに

なる。そして、翌年の4月に郷右衛門が「御番入」

を願い出て、これが許され、 「後藤古孫兵衛組御

番所御広間」を仰せつけられている。

ここで、本多家歴代の経歴をまとめれば、伊達

家譜代の家臣本多将監の三男喜左衛門は 16世紀

末～17世紀前半の藩祖政宗時代に仙台において

「御鷹師」として奉公し始め、その嫡子吉左衛門

は「御鷹師」ではなく「御大所衆」として召し出

され、吉左衛門亡き後、彼の「跡式」を受け継い

だ弟の郷右衛門は「御番入Jを願い出て、それが

許されることで大番士となり、家格も組士ではな

く平士（広間番士）に上昇させたのであるロ

この他にも、例えば、政宗期に「御鷹師」とし

て召し出された佐藤文右衛門は、 4代綱村期の寛

文元年（1661）に「組御免」のうえ「御番所御広

間Jを仰せつけられており、同じく政宗期の元和

7年（1621）に 14歳で「鷹師組士」として召し

出され世子忠宗に附けられた堀源兵衛友重は、天

和3年（1683）まで 63年近く鷹匠奉公した末に

積年の労を称えられ「中間番士」に昇進している。

どちらも数十年にわたる鷹匠としての勤務が家

格を上昇させることに繋がった事例であり、同様

の例として、秋保家、遠藤家（先祖は遠藤与蔵某）、

遠藤家（先祖は遠藤筑後重継）を挙げることがで

きる口

また、矢野家や半田家も組士から家格を上げて
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いる。矢野家の場合は、前章4節でもふれた矢野

又左衛門重成が2代藩主忠宗に殉死しており、政

宗期から仕えた彼の奉公年数が長期に及んでい

たことも理由の一つであろうが、忠宗へ彼が殉じ

たことによって子孫が番士へと引き上げられた

のではないかと思われる。また、半田家は7代藩

主重村期の明和5年（1768）に半田吉十郎道時が

「業道精錬」によって「大番士ニ進」められてお

り44、 「業道精錬」を評価されただけあって同

家の当主が残した鷹書が現在でも宮城県図書館

に数多く残されている 45 0 

願い出による本多家と殉死による矢野家以外

は、伊達家への長年にわたる鷹匠奉公が評価され

ての上昇で、あったといえようが、 18世紀後半の

宝暦年間（1751～64）以降には別の理由で家格を

上げる事例もみられるようになる。すなわち、 7

代藩主重村～12代斉邦までの記録である『六代

治家記録』や 13代慶邦の記録『楽山公治家記録』

によれば、「積労」ではなく「献金ヲ賞」されて、

鷹匠組士から大番士へと身上がりを遂げる事例

をみつけることができる口宝暦7年（1757）の加

藤仲右衛門、安永 8年（1779）の加藤仲蔵と佐藤

東蔵、安政6年（1859）の千葉熊太郎、万延元年

(1860）の菊地左五郎といった鷹匠組士たちであ

る46

仙台藩では、 18世紀後半以降、藩士や百姓・

町人に献金を求めており、多くの金上侍を族生さ

せる結果を生んでいるが、窮乏化の著しい藩財政

を補填するため藩当局が献金を求めそれに応え

た者たちが金の力で身上がりを遂げていく当時

の風は、家臣団内部の身分上昇をも生み出してお

り、献金によって組士から平士へと身分を上げた

鷹匠たちの姿もみつけることができるのであるD

次節でみるように一般の鷹匠たちの禄高が極め

て少ないなかで、先の加藤仲右衛門ら 5人が如何

にして献金するだけの資本を蓄積したのかはわ

からないが、当時の百姓・町人のように、彼らも

また時代の流れに乗って身上がりを遂げ、家格を

上昇させたことだけは確かで、あろう。



＠禄高・詰所

前述したように、鷹申次と鷹匠頭は上級投職に

就く者が兼任する事併が多いので、彼ら

たものと思われる5 一方、烏鹿頭を代々務

めている石川家・佐藤家・壊家の禄高を、延宝4

年（1676）から間 8年にかけて作製された家臣た

ちの由緒番である『御知行被下罷講張Jと寛政4

年（1792）に成った『伊達世臣家譜Jに探れば、
石川家と佐藤家で増減がみられ、石川家が 290

りから 315石余りに増加、佐藤家が280石余

りから 180石余りに減少し、堀家が240石余りの

ままとなっている 47 0 

仙台藩伊達家の家亘のうち家格平士以上の層

を対象に、その禄高の分布状況を調べてみたとこ

ろ、次のような事実が判明した48 0 いわゆる

身分の者たちも含めた 1万人規模の伊達家家臣

為って、上位約 30～35%を占めるに過ぎな

い上属の武士身分の者たち、それが家格 f平土以

上Jの者たちであったが（表2参照）、彼ら「平

士以上jの禄高を集計してみると、驚くべきこと

に、禄高 100石以上というのは f平士以上J全体

の約 36%前後に過ぎず、残りの約 64%前後が禄

100石未満の者たちだったことがわかる。

10年（1798）には「平士以上J全体（3458

入）の約 34.3%にあたる 1185人が禄高 100石以

上であったが、うち門閥層が 187人合まれている

ため、家棒平士のみで考えれば998入となる。当

時の平士は全部で3268人いたので禄高 100荷以

というのは平士全体の約 30.5%

ということになるむつまり、家格平士のなかで凡

10入iこ3人しか 100石以上の者がおらず、残

りの 7人は 100荏未満で、あったということであ

る。

こうした状況を踏まえて、先の石JI！家・佐藤

家・場家それぞれの禄高をみたとき、家臣団のな

かで轟麗頭を家職とする家々の禄高がけっして

少なくなかったことがわかる。また、

ついては再開嬉のように家格内部における家々

の序列1 「家之列Jfま定められておらず、 f伊達
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世臣家欝Jの編纂にあたっても捜宜的に「禄之多

少Jを以て顕番に掲載したようだが、家の由緒な

どによって与えられている「御番所J 〈位台域内

に設けられた控えの関）に違いがあったG上から、

中之問、次之関、広間、のJr民に序列づけ

られてお号、この城中詰所による格付けに関して

は、石邦家以下の3家ともに上から2番目の「中

間番士Jという控置づけをされている。

では、…般の鷹匠組士たちについてはどうであ

ろうか。鷹匠組士について、知行取で、あっ

を『御知行被下龍御帳Jと『御下中衆先祖
に擦れば表 1 りであり、

10在換算）で 10石余り～230活弱の開で、

100石以上の家はお家申の 9家だけであるむ鷹

匠組士の大半を占める一般の捧禄取の者たちの

禄高は「御切米弐歩銀拾弐匁八分御扶持方三人

分jだといい、石高に直せば、わずか 18石弱と

いうことになる 49むこれを他の組士たちの場合

と比較してみると、錦不断組と御給主組の者も

18石弱、御名懸組土は 17石弱で、御徒組の者は

27石弱でやや多い。

福田千鶴氏が紹介された権時蕃の周訪家の史

料をみる譲り開藩では 100石以上の驚誌が組合

藩よりも多くみられるようであり 50、諸藩との

さらなる比較検討が必要で、はあるが、仙台藩の特

徴として、数こそ多くの薦涯を抱えていたものの

披らに与えた禄高が諾器よりかなり抵かった可

能性がある。ただし、これは鷹庄組士だけの問題

ではなく、仙台藩の家臣たち全般にみられる傾向

ではないかと推察される。今後、検討して行く必

要があろう。

いずれにしても、普通の驚匡緩士たちが得られ

た禄が 20石にも満たないもので、あったとするな

らば、それだけでは生活するのも難しいような状

態ではないかと考えられ、 WJFIJ前記』には 18世

紀前半に困窮のために犯罪を犯す鷹匠の姿を、

して、 『六代治家記録Jからは 18世紀後半にも

「公貨を怠し出奔jする鷹匠たちをみつけること

ができる 51 0 



また、 18世紀末の寛政 9年（1797）に生活に

行き詰まった藩士たち 2033人が自分たちの生活

の惨状を語り、家格一門の伊達安芸・伊達式部両

人に藩への取りなしを訴えた願書（『落文写』）

には、多重債務に苦しみ、 「面々出生之子ハ家督

計壱両人助ケ置、其余ハ皆戻し子ニ仕、又は壱人

も助ヶ置可申様無之者」もいるような「目もあて

られぬ事Jが起きている実態が述べられており、

「武具・馬具・兵具・衣類より器物之類、衣服書

冊之類、尤竹木等迄も売払」って父母妻子を養っ

ている様子について必死に訴えているが52、こ

の「さむらい一挨」の計画にも鷹匠20人が加わ

っている 53 0 鳥屋頭の家と一般の鷹匠の家とで

は、その禄高に大きな聞きがあったのである。

3、役人になる鷹匠たち

(1）特別な位置づけ

4代藩主綱村期の貞享元年（1684)3月に鷹匠

組士をめぐる 3件の事件が発生しており 54、そ

の内容から仙台藩が鷹匠組に対して他の組士た

ちと異なった位置づけをしようとしていたこと

がわかる0 3件の事件とは次のようなものであ

る口

まず1件目は、 「鷹匠組士安達平内」の事件で

ある。かつて平内は、支配頭である鳥屋頭や鷹申

次に申告しないまま、 7歳で、あった自分の息子運

之介（後に雲斎と改名）を瑞鳳寺の僧侶に預けて

しまう。その後、延宝7年（1679）に雲斎が「茶

道jに召し出された際にも支配頭に上達せず、こ

れを理由に「進退没収、城下十里へ放逐」されて

しまったのである。子どもの安達雲斎は赦免され

「人並ニ奉公スヘシ」と命ぜられており、彼は茶

道の才能があったとみられ、石州流安達派の著名

な茶人として藩主綱村に寵遇されるに至ってい

る55 

2件目は、 「鳥屋頭佐藤庄右衛門・石川七左衛

門・堀絶際等」が支配下にあった鷹匠の「安達六

兵衛」を「勘定所見届役」として勤務させていた

ことが判明し、関門に処せられた事件である。藩
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当局はこれより前の延宝5年（1677)10月に「鷹

方ノ者障擬アラハ別様ニ出スヘカラサル旨」を命

じており、六兵衛は延宝6年まで「御秘蔵ノ鷹ヲ

司」っていた鷹匠で、あったため、延宝5年令がい

うところの「障磯」がある「鷹方ノ者」で、あった

と思われる。ところが、庄右衛門ら「鳥屋頭」た

ちは、この藩命を知りながら、 「大松沢和泉」の

依頼により六兵衛を「他ノ役ニ出ス事至テ不届ナ

リJと断罪されたのである。この事件に関しては、

その後、鷹匠頭の「石母田権兵衛J・「大河内源

太夫」たちも「安達六兵衛ヲ勘定所見届役ニ出ス

答ニ依テ、各閉門」を申し渡されている。

3件目は、組抜けし大番士となっていた「鷹匠

組虎嶋半之丞」が鷹匠組へ戻された事件である。

貞享元年から遡ること「五ヶ年巳前」 （延宝 7

年頃か）に「鷹匠組ヨリ他ノ役ニ加リ居ル者ハ召

返シ、鷹匠ノ奉公ナサシムヘキ旨」の藩命が鷹匠

頭に出され、半之丞は当時すでに「小性頭物書役」

を務めていたにも拘わらず、鷹匠組に戻されるこ

とはなかった。その後、彼は、天和3年（1683)

に願い出のうえで「組御免」され「番入Jを命ぜ

られることになるが、願いが出された段階で若年

寄が先の藩命を失念しており、そのまま番入りを

許可してしまう。そして、貞享元年（1684）の3

月になり、 「彼命令年数巳後ニ組免サル故」とい

う理由で、半之丞に対し「番帳ヲ削リ鷹匠組へ返

加ラル旨」が仰せつけられたのである。

以上、 3件の事件についてみてきたが、仙台藩

では4代藩主綱村期の延宝5年に支障がある鷹匠

を他の役に就かせないような措置が取られ、同 7

年頃には、鷹匠組の者全員が他の役職を務めるこ

とを禁じ、すで、に他役に従事する者にあっては鷹

匠組に戻し「鷹匠ノ奉公」に専念することを定め

たのである D これは、裏を返せば、 17世紀後半

の同藩において鷹匠組士が「鷹事」に専念せず他

の役職を務める事例がしばしばみられたという

ことでもあり、半之丞のように鷹匠組を離れたま

ま組抜けを願い出る者まで存在したのである。



(2）生類憐みの令の影響

かつて2代藩主忠宗が「騰之道jを極めること

を「鷹師共jに求めたように、鷹匠たち泣

う「御鷹方jの専門職で、あった替が、延宝の

壊までには鷹匠組士を以て能の役職に従事させ

ることが堂態化していたものと思われ、 4代綱村

の治世下においてそれを是正する藩命が出され

たということであろうが、この前述したような動

きも 5代将軍寵JII繕吉のもとで出された生類棒

みの令の影響を受け方針が 180度転換してしま

フ。

元禄6年（1693）の幕府による麓狩り禁止を受

け、仙台藩では、翌年の4月に鷹匠組を改組する

ことを務士たちに申し渡している。すなわち、 rtfl事

薦詑jを「御近習鉄砲組j、 f御鳥屋頭Jを

と改称し、 「組頭Jをl恕iこ4

し、 「鐸餌指jを「御足軽Jとして結成し「長柄」

（鎗）にてrf籍挙公jさせることを命じている 56 0 

もともと仙台藩の鷹亘組と鉄砲との関わりは

強く、古くは光和元年（1615）大坂東の陣にて鉄

抱援としての鷹匠組が馬上の f調鷹師組土鉄地

頭Jに率いられ戦場で功名？上げており 57、

5年（1677)5月に「鷹師組鉄；塩jを視察し

た務主綱村は「惣テ鉄勉未練ノ旨jを仰せ渡して

おり 58、鷹匠組士たちは鉄砲熟練が義務で、あっ

たこともわかる。それを考えれば、 f御近習鉄抱

組jという名称に改められたのも額けようが、よ

り重要なのは、この改組に伴って鷹匠たちの役人

が許可された点である。

改組を伝える には f向後ハ御鷹匠組

日ヲモ、諸組問前ニ諸方江役人ニ出シ可申事Jと

記されており、鷹匠組士たちが能の組士間様に

「諸方Jに f役人Jとして出向することを公的に

認める方針を打ち出している。これは、廷宝の震

に出された藩命とは全く逆向きの方針であ号、

軍鶏吉の生類憐みの令は、このような形で仙台濯

における鷹匠たちの位置づけを変えてしまった

のである。

仙台藩が鷹をめぐる絹吉の政策に敏感に反~
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していた点は、最近の根崎光男氏の著書でも紹介

されているところであるが目、一方で毘藩は綱

吉が死去した翌年にあたる宝永7年（1710）に

早速「殺生Jを解禁しており 60、享保元年（1716)

のS代将軍吉宗による放鷹髄度の再興後には、22

年記に改組し

し、る。

を取って

すなわち、信台藩は、同年の 10月に近習鉄砲

組を従来からの qfl事薦夜組jに改め、「与頭J（大

組頭）を「先年之通得烏態頭Jにし、 f御長柄関

を「御餌指」 してお号、近習鉄砲組に

f組頭Jを「御鷹匠与頭jと 、F
、閉店

とに決定したのであったo加えて、 「先年之通向

後者右組御免之犠被仰付開敷侠Jと命じてお

り、 「其身共勤方功ヲ以j として組梅免す

る以外は原則的にこれを認めない旨を申し渡し、

｜告例に復している 61 0 

このように、仙台藩の鷹匠組をめぐ

17世紀後半～時世紀前半にかけて章子余出折す

ることになるが、 18世紀後半を生きた鷹芭組士

佐藤信直は鷹庇組士から評定所役人に挙げられ

たといい62、鷹匠組からの役人登用法その後の

時代にも引き続き行われたことがわかる。

ように務の上級役人に り詰め

もちろんのこと、たとえ下級の役人で、あっても

f能ノ役ニ加リ府ノレjことほ、 「鷹事jに専念す

ることを妨げたと思われ、そういった意味でも

f以鷹箭為家jす鳥屋頭の家々は f鷹討をjを後代

に伝える っていたといえよう。

4、 f鷹事家業」とその継承

(1) f鷹事家業Jの成立

寛永 13年（1636）に「御鷹置頭j住藤長左衛

門家信が死去した際、 2代藩主忠来は f古内喜兵

第J宛の黒印状を発給し、家信の息子 f弥吉jへ

の跡式相続を認め、かっ、 f弥古事、若輩侯問、

万事エ付麗師共長左衛門ニ本相替取立候様申付j

けるべき言を命じている 63 0 また、

「御鷹師組jに召し出された田代彦咋は寛永



11年 12月に死去したが、その「跡式」は「実子

幼少之小六」に「無御相違被下置」ている 64 0 

つまり、仙台藩では、寛永年間（1624～44）に「御

鷹匠頭」 （後の鳥屋頭）の家だけではなく一般の

鷹匠の家についても幼少相続を認めていたこと

がわかる。

ただし、これらの事例を以て 17世紀前半の時

点で同藩ではすでに鷹匠奉公が家業化していた

と判断するのは早計かもしれない。何故ならば、

前述した藩祖政宗時代の「御鷹師J本多喜左衛門

の嫡子吉左衛門は「御鷹師Jではなく「御大所衆」

として召し出されているからであり、政宗の頃か

ら「御鷹匠頭J.「御鳥屋頭Jを歴代にわたり務

めてきた佐藤家で、あっても、藩から「鷹事」を以

て「家業」に命ぜられたのは、 18世紀に入った5

代藩主吉村期の享保8年（1723）のことだからで

ある口

佐藤家の『由緒書』にある助左衛門成信の欄に

は「先祖家業ニ無御座候処、享保八年七月改而御

鳥屋頭之者鷹事家業ニ被仰付候」とあり、明和

9年（1772)9月付けの『書出』には「養父助左

衛門成信御埼頭相勤候節、享保八年七月始而家業

と被 仰渡イ呉市、当時共ニ御鷹方家業ニ御座候」

とある 65 0 すなわち、先祖たちの代までは「鷹

事」が「家業」ではなく、助左衛門成信が生きた

時代に初めて「御鳥屋頭之者」に対して「鷹事」

を「家業」とする藩命が出され「御鷹方家業」と

なった旨が述べられているのである。

実際には、これ以前まで佐藤家歴代（初代佐藤

長左衛門家信、 2代長左衛門常信、 3代長左衛門

商信、 4代助左衛門成信）が「御鷹匠頭j ・「御

鳥屋頭」 ・ 「大組頭」を世襲していたが66、そ

の家譜に「先祖家業ニ無御座候」と書き残してい

ることだけは確かである。

また、一般の鷹匠組士の家々でも、恐らくは、

父から息子へと「鷹事」の技術が伝えられ、父と

同じように鷹匠奉公する息子たちが多かったと

思われる。鷹匠組の者が相続を許され、その子ど

もが同じく鷹匠奉公をしている場合、それを以て

29 

同家では鷹匠奉公が家業化していると理解しが

ちであるが、前述したように、一般の鷹匠組士の

場合は役人として登用される者がいるなど、「鷹

事」に専念しなかった、あるいは、できなかった

者もいたであろうしある時点で鷹匠奉公をしな

くなった家もあった可能性がある 67 0 

こうした状況に鑑み、藩が、佐藤家を初めとす

る鳥屋頭の家に対して、代々にわたって「家」と

して「鷹術」を守り抜き後の世に伝えていくこと

を改めて命じたのが、先の命令で、あったのではな

いだろうか。

「鷹事家業」を仰せ付けられた佐藤助左衛門成

信の養子長左衛門尚信は、享保 17年（1732）閏

5月に「養父同氏助左衛門」の代わりに名代奉公

をし始め、その4ヶ月後の同年9月には「御鳥屋

頭被仰付、引続相勤」めたといい、元文5年（1740)

正月に養父の成信が隠居を許されたのに伴って

「跡式無御相違被下置」て、その後も「右御役目」

を引き続き務めている。また、尚信の曽孫にあた

る丹弥愛伸は、文政4年（1821)8月に家を継ぐ

と同時に鳥屋頭（「時頭」）になっており、家の

相続が鳥屋頭の地位を受け継ぐものであったこ

とがわかる 68 0 同じく鳥屋頭を務めた石川家の

家譜には「以鷹術為家、世家持頭」とあり 69、

石川という「家」が「鷹術」を以て伊達家に仕え、

代々「埠頭」を世襲する「家」で、あったことを明

瞭に表している。藩は、鳥屋頭の家々に対して一

般の鷹匠組士たちの家とは異なった位置づけを

公的に与えていたといえよう。

(2) 「鷹術Jを学ぶ鷹匠たち

ここで、仙台藩における「鷹術」の流派につい

てみれば、佐藤家の先祖長左衛門家信は、 「広田

伊賀守宗綱」から「鷹事伝授」を受けたといい、

同家ではこの広田流の「鷹術」を「一子相伝ニ伝

授」している。石川家では広田流や吉田流を伝え

ており、 7代藩主重村の明和5年（1768）に鳥屋

頭となった半田家では吉田・根津・諏訪・大宮・

広田といった諸流を伝えている 70 0 



こうした「薦術Jは父子相信ばかりではなく、

他の鷹庇組士たちゃ幕府・諸潜の薦毘たちと

触を通じて学び＼身につけていったことがわか

すなわち、鳥巌頭若J11家の祖七友衛内定次は

藩担敦宗期に「御鷹方J~こ召し出された人物で、

「広田流麗術jを「佐藤庄右衛門jに、 「吉田流

鷹術Jを「田代彦太夫信雄Jに学んで、いるが、

子忠宗附きの家臣として江戸で 7年間生活して

おり、「将軍家鷹師山本藤右衛門」から

についても手ほどきを受けている 71 0 

近世話期において滞の薦Eが幕持の鷹匠から

教えを誇う事僻は盛岡務にもみられ、兼平賢治氏

によれば、盛時藩領出身の「鷹師J杉村六左毎門

は藩主南部盤直の命によっ 「薦諒j

の門人となり「鷹術j を学んで、いるという 72 0 

と藩の鷹匠が接触している事例は、

5年（1692）の填に福岡滞の鷹亘で、あった広羽家

の文書にも記載がみられるようで、同史料を紹介

された岩淵令治氏法話需藩の鷹匠たちが集団と

して幕府の騰庇と交流を持っていることを指播

されている 73 0 

前述した石川定次の捺清左待問告光は、

5代滞主吉村期の正鵠5年（1715）に父に代わっ

「受業Jけ、事保 5年（1720) 10月には f半

沢正蔵某Jとともに幕府の f薦街jに関する諮問

に答え褒美を貰っている。時は放薦制度を復活さ

せた 8代持軍吉宗の時代であり、幕府に招かれ

「鷹術jについて説いた仙台滞の鷹匠たちがし

ことは注目にf蓋しようc

た、鳥屋頭佐藤家の史料iこよれば、 6

泉村期の廷亭3年（1746)~こ、信台藩の分家筋に

あたる宇和島藩5代藩主伊達村｛擦の家臣「松元勘

左衛門Jとけと鳴右内」が「鷹事jの f稽吉Jの

ために仙台糖を訪れており、仙台滞鳥屋頭の

JI I軍主衛門Jと「佐藤長友構内」が彼ら

ることになる。当時の若年寄兼鷹串次で、あった

f瀬上玄蕃jは、松元を「若JII軍左禽内jに、北

嶋を「佐藤長在禽内jに弟子入りさせ、松元・北

嶋両名に「伝授可仕出jを軍左衛門と長左禽円に
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命じているむこの命を受けて佐藤長左衛門は同年

の9月から盟年の春まで北嶋に f鷹事jを指導し

ており、 「鷺事三百ヶ条以上Jを伝授し？免状j

を出している 74 0 

なお、仙台藩5代帯主吉村期の享保20年（1735)

3月には、宇和島滞から穣秀な鷹置がやって来て

柏台藩士に「鷹検秘術Jを伝えたともいわれてお

り75、真偽の韓は定かではないが、事実ならば、

仙台・宇和島南藩では f薦術Jを伝授し合ってい

ることになる。

(3) f農事家業jの継承

最後に、 における「鷹事家業jの継柔と

いう問題について、『佐藤家文書Jから鳥震頭佐
藤家の事例を紹介しよう 76 0 

5代長左衛円高信は、助左錆円成信の縫

ったが、彼自身も子がないという理由

子を迎えているむ一人目は「脇番頭坂元在太夫次

男千右衛門Jで、ニ人間が「御針医辻岡友問実兄

である。不幸なことに、千右衛門と軍蔵の

2入はどちらも「不届jがあり、家替相続者たり

得ず、 3入信として「大御番組小山田間部左衛門

四男Jの f比冨包信Jを「養嫡子Jに通えてい

ここで注目したいのは、彼らはいずれも

の家や鷹匠組士の家から迎えられた人物ではな

かった点であり、軍臓にあって泣肖借が治療を受

けていた f欝針盟Jの凡だというのだから驚きで

ある。もともと f鷹事」に通じた家の出身者を養

子に選ばなくともよいのであろうか。

『佐藤家文書Jには尚告が 49歳で、あっ

6年（1756)4月に軍議会養子に願い出

されており、そこからは、自らが大病を

患い時開がないなかで「家ニ伝来設議jを一刻も

早く養子に伝授したいという尚惜の思いを看取

することができる。復によれば、「御鷹事之穫は、

自利往、懸物提方取扱、御野方勤方、

其タト折入法授口伝等Jもあり、したがって、

朝本昼夜種吉jする必要があるが、

したのでは「早速右存分之伝授可仕様j



がないのだという。

そこで、 「双方父方市之進方ニ市壱廻、長左衛

門方ニ市廻不申従弟」の当時 12歳になる「木村

軍太夫次男同氏市之進」がいたにも拘わらず、あ

かの他人である軍蔵を養子に願い出るのであっ

た。この時軍蔵は 22歳になっていた。病身であ

った尚信に「幼年之者成長仕候迄待居伝授為相極

侯儀は罷成兼、左候得は家ニ伝来候儀退転仕侯儀

等も難言十無拠」としづ懸念があったことは確かで

あろうが、彼の目には「軍蔵儀早速広稽古為仕候

ハ＼家業相勤末々御用立可申器才之者」と映って

いたようで、軍蔵に鷹匠としての才能・素質を見

出していたこともわかる。

つまり、この佐藤家のように、 「鷹事家業」を

伝授するには必ずしも血縁関係を最優先するの

ではなく「器才jある養子に受け継ぐ道が選ばれ

ることもあったのである。そして、迎えた養子に

「取候事井御鷹目利仕、懸物据方取扱、御野方勤

方、其外折入伝授口伝等」を「早朝15昼夜稽古」

させることで「鷹事家業」を守り「鷹術」を後の

世に残すこともできたのであろう。佐藤家では、

この後、 6代包信も「木又兵衛昌影」の次男を聾

養子に迎えており、 7代忠次意信と名乗ってい

る。意信は天明 7年（1787)5月に「時頭見習J

となり、寛政8年（1796）正月に鳥屋頭となって

いる。

おわりに

仙台藩は地方知行制を維持したことで有名で

あるが、知行取の鷹匠は鷹匠組士のなかでも上層

のごく一部の者であるロその彼らで、あっても 17

世紀後半に作製された自家の由緒書で戦国期か

らすでに伊達家に代々鷹匠奉公していたことを

明記している者は少なく、無類の鷹好きで有名な

審祖伊達政宗の代に召し出されたとする家が多

い。また、由緒書を整理してみると戦国末期～藩

政初期に他家家臣や浪人であった者が仙台藩の

鷹匠として召し抱えられた例が多いこともわか
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る。これは、当時の武士にとって鷹の知識がどの

ようなものとして認識されていたのかにも関わ

ってくる問題であるが、たとえ主家を去ったり浪

人したとしても、武士たちはある程度の鷹の知識

を皆が常識的に持っていたが故に77、結果的に

鷹匠として生きる道が残されていたという可能

’性もあろう。

同藩の「御鷹方」は、上級役人が兼任する役職

（鷹申次・鷹匠頭く延宝5年以降〉）と実際に鷹の

飼育や放鷹に関わる者（鳥屋頭以下）とで構成さ

れており、鷹申次や鷹匠頭を務めた者たちは上級

役職を歴任する過程で同役職を何年間か務めた

に過ぎず、必ずしも鷹の専門的知識を持つ必要は

なかったと思われる。

また、幕府の放鷹制度に関する施策が仙台藩に

影響を与え、一般の鷹匠組士たちの位置づけに変

化を生じさせたことは本文でみた通りである。鷹

匠たちは、戦場での働きにみられるように鉄砲に

通じた存在であり、泰平の世になって以降も鉄砲

熟達が求められ、一方では、藩の官僚制機構の整

備とも相侠ってか、 17世紀後半頃には鷹匠組士

が役人として登用されている事例がみられ、そう

した状況を是正し「鷹事」に専念させようとする

藩の動きも確認できる。つまり、この段階で、藩

は、鷹匠組について徒小姓組・徒組・不断組・給

主組・名懸組といった他の組士とは異なる位置づ

けをしようとしていたのである。

しかるに、 17世紀末に幕府により放鷹が禁じ

られると、仙台藩にあっては鷹匠組の改組が行わ

れ、鷹匠たちの他役勤務を公認するに至ってい

る。そして、享保の旧例復活に及んで、他役勤務や

「組御免」が再び禁じられるも、後の世にも評定

所役人という上級役職に就く鷹匠までみられ、

「鷹事jへの専念がどれほど厳密に行われたかは

不明である。

そもそも、鷹書を残した鳥屋頭佐藤家で、あって

も、 「鷹事家業」を命ぜられたのは、 18世紀に

入った5代吉村期の享保8年（1723）のことであ

る。これに対して、 「厩頭」で、あった「戸津弥左



衛門J • r砦淵加兵衛J.「佐位九太夫j

刈左伝次jの4人は、光被4年（1691）にヰ

主綱本すから、 「子孫共エ馬方ニテ召仕ノレj こと、

して、「子孫等馬方ヲ退ク志ナク猶以励ムヘキ

j を抑せ渡されており 78、 「馬方Jの家業化

は、 f驚方j よりも 30数年も先に命ぜられてい

る。

何れにしても、一豆、韓から「鷹事家業jを抑

せつけられた鳥震頭の家々にとっては「家ニ依来

を後世に伝えることが至上命題となってい

くことになる。鳥鹿頭佐藤家でほ、 f鷹事Jに通

じた家ではない一般の藩士家、しかも車縁者でも

ないあかの能人を養子に迎えており、そこでは血

縁関係よりも鷹匠としての才能・素質が重要視さ

れ、成人してからの養子で、あっても

け薙ぐことは可能だったことがわかる。

の訟授は必ずしも幼少期からの積み上げが必

要なかったので島り、この点は、鷹置の家がどの

ように継承されていったのかを考える上で重要

な論点となるのではないだろうか。

以上、拙台藩の鷹匠に関する基本的な事項につ

いて述べてきたが、残された課題も多い。告iえば、

仙台絡の大身家臣たちは器から鷹狩りを許され

り、自前の鷹詑組を持っていたが、この賠註

驚涯の問題について本稽で、は全くふれることが

できなかった。彼らは主君の家内部（糖士家内部）

でだけ運用する「士分j （出地元の武士穿分）と

して扱われている場合79もあれば、一殻民衆と

同じ身分的範轄である「凡下jとして扱われてい

る場合80もあり、階距麓置の身分をめぐる問題

も探る必要がある。

また、位台藩における鷹匠たちの日常生活につ

いても現時点ではほとんど明らかにできなかっ

た。同藩の組士は f組御免Jとなれば「組付之患

敷jを出て仙台屋敷の拝領を願い出ることができ

たがお＼ 「組御免Jされない鷹匠は鷹部懸の置

かれた米ヶ袋（現仙台市青葉豆〉や土縄（現仙台

市青葉区）付近の f薦師屋敷J したと考え

られ82、城下の語性場所についてははっきりし
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ている。ただ、し、例えば、家格蕃産高野家の人び

とが参加していた「書会jに「得麓IE:Jの「松木

兵之助Jが参加しているなど83、巨堂の営みの

ーっとして「鷹事j以外についての学びを行い組

と交流している瀧置たちの姿も見え隠れして

いる。

本稿でも紹介した佐藤信甚の父措貞は元禄末

の生まれで安永5年（1776) した人物であ

るが、加茂氏の筆法を学び筆意を得たといい、

自身は『イ出台武鑑Jの著者でもある。

た、寛政～文化年中（1789～1818）を生き

組士今野善五郎は青瀦院流の伝系者今野実明か

ら真名や下馬 を受けた書家として名が知

られている8ヘ
この他にも、鷹匠組士で、あった半田八左密開成

友ほ f態依流槍術jを「中山掠右衛門重自」

び を極め、 5代滞主吉村期

(1716～36) tこ門人を率いて「洪其街於公之覧J

したといい、その子古十部道時も槍術を父に学

び、やはり門人を率いて6代宗村の御前で槍術を

披露している。道時にあっては、 rIE伝流兵法J

を「平井藤右衛門良元Jに、 f古田・根津・諏訪・

大宮諸流鷹揚jを「田代秀夫信雄jに、 「広

鷹術Jを「遠藤八之進弘高Jに学び、全て

たといい85、彼が［業道精錬Jを以て家

捧を上昇させたことは前にみた通りである。

果たして鷹庇たちの生活とほどのようなもの

で、あったのか器購震というと鷹や鷹狩りとの関係

だけを追ってしまうが、彼らもまた昌常を生きる

一人の生活者で、あった答で、その日常的生活世界

にも興味が引かれるところである。
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達治家記録』 1・313頁、 324頁、 460・465・469・

473頁）。
9 『貞山公治家記録』天正 16年 9月 16日・ 11

月 1日条（『伊達治家記録』 1・460・468頁）ロ
1 0 盛本前掲書283～284頁。
1 1 『貞山公治家記録』天正 16年 1月6日条、

同慶長5年9月 14日条（『伊達治家記録』 1・348

頁、同 2・450頁）。

1 2 以上、『性山公治家記録』天正2年 11月 19

日条（『伊達治家記録』 1-226頁）、『貞山公治家

記録』天正 16年 12月 1日条（『伊達治家記録』

1・473～474頁）。

1 3 『雄山公治家記録』万治2年9月28日条（『伊

達治家記録』 5・618頁）。

1 4 小井川百合子編『伊達政宗言行録』（新人物

往来社、 1997年） 85頁。なお、くの字点は仮名

に直して表記した。

1 5 小林清治「戦国大名下級家臣団の存在形態」

（『福島大学学芸部論集社会科学』 17・1、1965

年）。

1 6 ただし、後述するように、鷹書についてはま

とまった形で残されている。

1 7 佐々久監修『仙台藩家臣録』 1～5（歴史図書
社、 1978～1979年）と相原陽三編『元禄補遺仙

台藩家臣録』（今野印刷、 1995年）を利用。
1 8 小林清治『伊達政宗の研究』（吉川弘文館、

2008) 260～261頁。

1 9 『仙台藩家臣録』 5・205～206頁（金森家）、

同5・207～208頁（半沢家）。
20 『仙台藩家臣録』 5・215～216頁（仏坂家）。
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2 1 以上、『伊達世臣家譜』巻 16の矢野家（7頁）・

半田家（63頁）。なお、『伊達世臣家譜』1～3（『仙
台叢書複刻版』宝文堂、 1975年）を利用。
22 長谷川前掲書 13頁、島田勇雄校注『東洋文

庫453 貞丈雑記4』（平凡社、 1986年） 167～ 
168頁（注2）、 291頁（解説）。
2 3 中野等『石田三成伝』（吉川弘文館、2017年）

2～5頁。
24 豊田寛三「岡藩の「鷹匠」について」（『大分

県地方史』 199、2007年） 20～21頁、福田千鶴

「解説J（『鷹・鷹場・環境研究』創刊号、 2017

年） 41頁。
25 『伊達忠宗黒印状』（仙台市博物館所蔵『鷹

匠佐藤家文書』 26）。なお、くの字点は仮名に直

して表記した。また、この黒印状は無年号文書で

あるが、『享保十年三代勤功書差出申候留』（仙台

市博物館所蔵『鷹匠佐藤家文書』 37）より寛永

13年のものと判断できる。
26 安田寛子「鷹匠」（大石学編『江戸幕府大事

典』吉川弘文館、 2009年） 296頁。
2 7 以上、『由緒書』（仙台市博物館所蔵『鷹匠佐

藤家文書』 35）、『享保十年三代勤功書差出申候

留』。ただし、仙台藩の鳥屋頭佐藤長左衛門商信

が貞享元年（1684）に幕府の「御鷹匠頭小栗長

右衛門・間宮左衛門」のもとへ派遣された際には

「御鷹匠頭Jとして出向くよう命ぜられている

（『享保十年三代勤功書差出申候留』）。なお、潜

政初期に「御隼御鳥屋頭」や「鷹時頭」を命ぜら

れたという先祖の由緒を伝える家もみられ（『仙

台藩家臣録』5・211頁く山田家〉、『伊達世臣家譜』

巻 8の小野家＜27頁〉）、政宗の時代にも「御鷹

師頭」とは別に「御隼御鳥屋頭」・「鷹時頭Jが存
在していたと思われる。

28 『肯山公治家記録』元禄元年3月29日条、

同4年 1月22日条（『伊達治家記録』 11-p393～
394、同 15・163～164頁）。

2 9 『肯山公治家記録』貞享4年11月20日条（『伊

達治家記録』 11-306頁）。

3 0 『刑罰記』（高倉淳『仙台藩刑罰記』 1988年）

390頁D
3 1 『伊達世臣家譜』巻6の笠原家（171～172

頁）、同 7の増田家（191頁）、同 8の日野家（22

～23頁）などロ
3 2 拙著『近世武家の「個」と社会』（刀水書房、

2007年） 22～26頁。
3 3 『肯山公治家記録』元禄4年 1月22日条（『伊

達治家記録』 15・163～164頁）、『高野家記録』享

保 11年8月 15日条、『高野家記録』明和6年 11

月26日条。
34 『肯山公治家記録』元禄6年2月 14日条（『伊



16・334～335門付
3 5 rイ出台藩家臣録J3-232～233頁〈訳辺家）。
日大塚徳、郎編『若母出家文書史料編J]（刀水

1981年） 479 
幻 『肯山公治家詑鎌J元禄8年 2月14日条、
f芳u誤記J]140・197～198・352
38 f伊達世臣家譜J巻 13の永語家（155頁）、
『高野家記銭J]（宮城教育大学部課題書館所蔵〈

和書189＞）元文§年7月18日条J高野家記縁J
明和6伴 11月26日条。
39 f事保十年三代議功番差出申侯留J。
的 f河属部分録JICW位台市史8＜復刻版＞Jl
1975年） 489～490真。

4 1 位台審の武士身分については、拙稿 f仙台藩

の武士身分に関する基礎的研究J（『宮城教育大学

紀要J]51、2017年）を参照のこと G
42 『元被補選始台藩家寵録Jl145貰（本多家）o
43 前掲拙稿「仙台藩の武士身分に関する基礎的

研究J5 

“以上、『元禄補遺イ出合審家臣録JI157斑（佐
、『伊達世匝家機巻J巻 13の堀家（168～

169貰）、巻14め秋保家（174～178英〉、巻15

の速藤家（122～123貰）、巻 16の矢野家（7～8

頁）、巻 16の平田家（63～64貰）、巻 16の遠藤
家（69～71頁）、『六代治家記録（徹山公）』（宮
城県密書館所職＜KD-209-P1判明和5年 11月

21日条。
村正保忠夫『鷹書の研究（上冊）JI 
2016年） 792～797賀、問r鷹書の研究（下措)J]
（和泉書院、 2016年） 1501～1502 
46 『六代治家記鎌〈轍山公）J]宝麿7伴 10月

11日条、間安永8年 1月 15日条、 f楽山公治家
記録』〈宮城県図書館所蔵くKD“209ヴ 1＞）安政

§年12A15日条、向万延元年5月20日条。
4 7 f保全藩家毘録』 2・170～171買（石JIf家）、
2・180～181其〈佐藤家）、 2・224～225頁〈堀家）、

『伊連世臣家譜J巻誌の若川家（53～白川／、
14の佐藤家（58～路東入 13の堀家（168～16怠

“以下、前掲拙稿「倍台藩の武士身分に関する

基礎的研究J4～？ 
49 f源貞氏耳袋J刊行会編『源貞氏耳袋』（2007
年） 9幽115～116賀、『藩匝須知（別本）Jl CW宮域
県史32J]、1970年） 38 
50 横田千鶴 f参考史料JCu鷹・鷹揚・環境研究J
創刊号） 39～41頁。
日 f芳u罰記j]398頁、r六代治家記録（徹山公）』
2年 8月27詩条、『六代治家記縁（桂山公）』
3年 12月羽田

52 拙稿「武士の噌み、武士の威厳その三J（『宮
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城教育大学紀要j]46、2012年） 17 
5 3 平J11新 f第一章一節揺れる藩政J（『仙台市
史通史編時 2004年） 38～39 
54 U背山公治家記録J貞事元年3月2日・長野・
5日条（『伊達治家記鎌JIIO”258～260頁）。なお、
これらの事件については、『伊達治家記録十』の

による解説に詳しい（15・22～24貰）0
5 5 f組合人名大辞書（限定復刻版リ（宝文堂、
1981年） 24 
5 6 『背山公治家記録J元禄γ年4月2S条（『伊
達治家記録j]17・207～208頁）。なお、この改組

に伴って「御犬牽共jへ f鰐暇jが出され、 f能
富江参侯共御当地ニ市成共、持様之所作ヲニそ仕、

身命相続可仕侯」と命ぜられている。披らが、そ

の後、どのようにして「身命ツナキ侯議jになっ

たのかは定かではない。

5 7 『貞山公治家記録』元和元年5月8詩条〈『伊
達治家記録J仕255～257頁）o
58 『背山公治家記録J廷宝5年 5月26日条（『伊
達治家記録j]7・428頁）。
59 根時前掲書22～36

山町史文書資料第4集岩出

(1) JI (2002年） 114頁。
6 1獅山公治家記銭J事保元年 10月1詰条ぜ位
台市史8く復刻版＞Jl439頁）。
62 『仙台人名大辞書（設定復刻版）j]470頁。

63 前掲『伊遺忠来黒印状よ『事保十年三代勤功

書差出

64 『イ出合藩家臣録j]5・223（田代家入

6 5 以上、 f由緒書J、『書出j]（仙台市静物館所蔵
r鷹庇佐藤家文書Jl36）。
66 f事保十年三代勤功書差出申候留J、f伊達世
臣家譜』巻 14の佐藤家（58～59頁）。
67 豊田寛三氏によれば、需藩の薦庄のうち歴代

にわたり鷹旺を務めた家は一家（片山家）のみで

あったという（豊臣前掲論文20～22.-10 
6 8 『由緒番ム f佐藤長左衛門跡式の件jJ（伯台
市博物館所蔵 f薦亘佐藤家文番j]43）、
禁藤鋭雄編『伊達世臣家譜続縮j]4 （宝文堂、 1978

年〉巻14・2の佐藤家（32～33頁〉。ただし、

として佐藤家に入った愛持の父（忠次意借）と

祖父（此冨包信）は、「時頭見習Jになっており、

意信の方は鳥患頭に就任している（平議選・驚藤

鋭雄編『伊達世臣家譜続編j]2＜宝文堂、 1978年
〉巻19の佐藤家＜46～47頁〉、 f伊達世臣家譜続
編j]4巻 14嗣2の佐藤家＜32頁〉）。

6 9 f伊達世臣家譜J巻誌の石川家（53頁） o
70 以上、 f伊達世臣家譜J巻誌の石川家（53
～55東）、 14の佐藤家（58～59頁〉、巻16の半

(63～64寅）、『伊達世臣家譜続繰j]4の巻



15・8の半田家（303～304頁）、『由緒書』。なお、

仙台藩で広まった流派や鷹書については、三保前

掲『鷹書の研究（下冊）』 1499～1509頁に詳し
し、。
7 1 『仙台藩家臣録』 2・170～171頁（石川家）、

『伊達世臣家譜』巻 12の石川家（53～55頁）。
7 2 兼平賢治「公儀御鷹師衆・諸藩鷹師からみる

一七世紀の東北」（『東北近世史』 39、2015年）

10頁。

7 3 岩淵令治「く史料紹介〉元禄五歳江戸一巻覚書」

（『鷹・鷹場・環境研究』創刊号） 4～8頁。
74 以上、『三代勤功書』（仙台市博物館所蔵『鷹

匠佐藤家文書』 39）、『伊達世臣家譜』巻2の瀬

上家（45～47頁）。
7 5 三保前掲『鷹書の研究（下冊）』 1508頁。な

お、三保氏は享保20年時点での仙台藩主を6代

宗村としているが、 5代吉村の誤りである。

7 6 以下、『由緒書』、『書出』、『佐藤長左衛門跡

式の件』、『佐藤長左衛門進退願書』（『鷹匠佐藤家

文書』 44）、『伊達世臣家譜続編』 2の巻 19の佐

藤家（46～47頁）、『伊達世臣家譜続編』 4の巻

14・2の佐藤家（32頁）、『伊達世臣家譜』巻 11

の坂本家（195～196頁）、13の小山田家（46頁）。

7 7 『仙台人名大辞書（限定復刻版）』によれば、

佐沼亘理氏の家臣今野権兵衛の先祖「今野喜平J

は、「槍剣の余業に放鷹の術に長じ、藩祖政宗公

の寵遇を得たj といい（391頁）、近世初期の武

士と「放鷹の術」との関係、を考える上で示唆的で

ある口

78 『肯山公治家記録』元禄4年 1月22日条（『伊

達治家記録』 15・163～164頁）。

7 9 家格一族茂庭家の鷹匠たちの事例（『松山町

史』 1980年、 258頁）ロなお、地元の武士身分に

ついては、前掲拙稿「仙台藩の武士身分に関する

基礎的研究」を参照のこと。

8 0 家格一家片倉家の鷹匠たちの事例（『白石市

史I通史編』 1979年、 261頁）。
8 1 『仙台惣屋敷定』（『仙台市史 8＜復刻版＞』）

405頁。
8 2 『仙台市史 1く復刻版〉』（寓葉堂、 1974年）

171～173頁、高倉淳「①奥州仙台城絵図」（高倉
淳ほか編『絵図・地図で見る仙台』今野印刷、 1994

年） 5頁。

8 3 『高野家記録』寛保2年 11月21日条（宮城

教育大学附属図書館所蔵く来日書 189＞）。

84 以上、『仙台人名大辞書』 393・470頁。

8 5 『伊達世臣家譜』巻16の半田家（63～64頁）。

〔付記〕史料の閲覧・撮影に関して仙台市博物館
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謙1 f御鷹鱗衆jの知行商・由緒

ID 書上年月日 知行商 磯上者 先祖名

揺さ設7.3.26 221実902文 金森三丞 先組

2 延さな5.4.26 13粛400文 蓬田九右衛門 先組

3 組宝5.4.4 費500文 半沢金右衛門 高桓父半沢持内・其子事大・其子雅楽丞

4 題宝5.4.27 12糞文 荒井静九蕗 先祖

5 廷．宝5.4.21 11貫355文 半間次郎左衛問 高権父松岡美濃介

6 延安5.3.27 10貫文 出回善左衛門 祖父μJ国善左構内

7 延窓5.4.26 10質文 佐藤木左樹内 議祖父佐藤甚扱

8 経窓5.4.26 10撰文 木村助之さ怠 祖父木村上野

9 経宝5.3.11 10貫文 和田久兵衛 鶏和田久共衛

10 延宝5.3.23 9貰900文 尾i構内蔵助 担父患輔三河

医
延宝5.4.2 8貫202文 払披加袈 祖父払坂兵産

廷宝5.4.26 7糞452文・4人扶持 店子五郎助（鱒沢次郎官の番1-t) 祖父黒沢筑後弟金六
13 延宝5.3.22 7費文 本郷甚内 槌父本郷次右縄問

14 越窓5.4.23 5寅600文 佐藤兵助 権父佐藤文助ニ男金右構内

15 支援宝5.3.26 5撰文 佐藤亦八 親佐藤長兵衛

16 恐宝5.3.14 4糞311文・ 2附4人扶持 遠藤勤之助 親遠勝融鴇

17 経宝5.4.4 4貫85文 臆又思左構内 祖父脱又九蔵

18 延宝5.3.23 3貫809文 金成憲兵衛 祖父金成隼人

19 延宝5.4.11 3糞600文 寝訳平八 曾犠父富沢出繋

20 話窓5.3.15 3繋417文・ 3岡4人扶持 凌勘右構内 親凌勘右畿内

21 路蛍5.4.24 31業300文・ 4人扶持 田代替八 担父田代議作

22 延宝5.4.28 3貰文・ 3開4人技持 金成静布櫛円 親金成帯右衛門

23 延宝5.4.26 2貫896文・4人扶持 金子久左衛門 親金子久左衛門

24 廷宝8.3.13 2貢417文・ 4人扶持 東野猪之場 祖父紫野惣兵衛

25 建主義5.4.3 2貫104Jど・ 3両4人扶持 堀甚七 親期甚左構内

26 延議5.4.8 1関745文・ 5切線4匁4人扶持 秋保甚兵衛 曾祖父秋保描部

27 
越さ院7.3.14 : ：賞糞1：~文文・ 4入扶持 佐藤新人 組父投藤茂布衛門

28 路宝7.9. 小沢J¥.兵錆 曾祖父小沢筑後

29 元禄4.3.29 5貫文 民家糠左衛門 相ぺP佐癒磁

30 元被4.3.28 5貫文 鴻野金内 父清野弥助

31 元禄4.3之5 5貫文 芝浦久内 父三三浦又右衛門

m 元元元禄禄禄r28 5繋文 清野平怠構内 穣父清野筑後

3.25 5貫文 遠藤安怠縄問 義父遠藤次勃

3.28 5質文 江口九助 祖父江口藤右禽門

35 元禄4.3.28 1貰400文・ 1爵4人扶持 性藤基左衛門 父生藤作之丞

※n1白台藩家臣鍛〈五） J 205～229賞、 『元禄補瀧仙台護家産録J]199～205議より作成。
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表2 家臣団の構成

下唱に＼ 平士以上 組士層 凡下御扶持人層 家臣 士分 士分

総数 ［平士以上＋組士層］ の割合

寛文10年（1670) 2,742 1,379 4,995 9,116 4,121 45.2% 

(30.1 %) (15.1 %) (54.8%) 

→鷹匠組は240人、内17人が知行取で100石以上8人

元禄12年（1699) 【近習鉄砲組】

3組231人（内、大組頭3人、組頭15人）

宝暦ー明和年間（1751・72）頃 3,590 1,083 5,530 10,202 4,673 45.8% 

(35.2%) (10.6%) (54.2%) 

→鷹匠組は159人

寛政10年（1798) 3,458 995 5,616 10,069 4,453 44.2% 

(34.3%) (9.9%) (55.8%) 

→鷹匠組は164人、内100石以上2人

文化10年（1813) 3,400 912 5,250 9,562 4,312 45.1% 

(35.6%) (9.5%) (54.9%) 

幕末 3,549 860 5,469 9,878 4,409 44.6% 

(35.9%) (8.7%) (55.4%) 

→文久年間（1861・64）の鷹匠組は 114人

明治2年（1869) 3,520 743 3,010 7,273 4,263 58.6% 

(48.4%) (10.2%) (41.4%) 

※『寛文十年侍帳』・『寛文十年御切米御扶持方牒』（仙台市博物館所蔵く伊達家寄贈文化財古記録49＞）、『肯山公治家記録』元禄 12年 11月29日条（『伊

達治家記録21』宝文堂、 1981年、 331～332頁）、 『宝暦五年七月迄御知行御蔵米御切米御扶持方並人数調』 （宮城県図書館所蔵くKM318.1/ホ 1＞）、 『奥
陽名数』 （『宮城県史復刻版 31』ぎょうせい、 1987年） 98頁、 『惣家中分限並役附帳』 （東北大学附属図書館所蔵く本館己 A・3・196＞）、 「源貞氏耳

袋」刊行会編『源貞氏耳袋』二巻（2008年） 154頁、 『旧仙台藩治概要』 （近世村落研究会編『仙台藩農政の研究』く日本学術振興会、 1958年〉所収） 230 

頁、 『仙台人名大辞書く復刻版〉』 （宝文堂、 1981年） 43頁、 「第一編秩禄処分沿革概要J （『明治前期財政経済史料集成第八巻』明治文献資料刊行会、
1963年） 367～368頁より作成。なお、寛文 10年の時点では家格や役職序列が明確になっていないところがあるため、当該時期の実態とは若干の数値の
異同があるものと思われる。また、各欄の括弧内の数字は全体に占める割合を示す。
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